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3 0 年 3 5 年

3. 79 4. 27

4 .13 4 .71
2.84 3.08
3.20 3. 61
2 .26 2.-39

I -3 7 表 1 人当り畳数の推移

資 料 「国勢調査」。ただし3 9年 「建 

設白書」 102頁より引用。

1 - 3 8 表住宅建設工事の資金別推計 

(単位，億円）

31年度 35年度 38年度

公 共 668 1,190 2, 214
f公常 ― 200 416
公庫 ―■ 570 920
公団 一 270 416
'その他 ― 150 462
民 間 2,861 5,160 10,986

1 - 3 6表新設住宅一戸当リ規模の推移

(一戸当り平方メ 一トル)

3 0 年 3 5 年 3 8 年

計 58.1 59 .0 55. 5

持. 家 67.5 75.6 77.9
.借 家 34.9 32.1 32.5
給 与 住 宅 54.4 63.2 65.0
そ の 他 45. 9 54.4 57.3

資 料 1 - 3 5 表に同じ。

資 料 建 設 省 「建設工事額推計」による。ただし， 

「建設経済月報j 65年 1 0 号, 4 , 9 頁より引用。 

しかしこ.の推計は, 従来の推計を検討•修正 

して作られた「産業連_ 表」の数字とはかな 

りくい違o ている。 「公庫」 は住宅金融公庫 

の融資によっで民間が建築する住宅を含む。 

「公団』は日本住宅公団が, 分譲， 賃貸のた 

め逢て把もの6 「その他」は， 公務員宿#, 
政府関係機関職員住宅，厚生年金融資住宅， 

国民年金融資住宅等である。
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こ
れ
ら
は
、：
三
〇
年
以
降
進
行
し
.
.て
い
る
住
宅
建
築
の
ぅ
ち
、
居 

住
条
件
.

の
惡
い
小
規
模
住
宅
：.の
建
築
が
か
な
り
を
し
め
て
い
る
こ
と 

.

を
意
味
1>

て
い
る
。

.

.
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他
方
、

現
存
ぼ̂

の
条
件
の
劣
悪
性
は
、
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表
か
ら
も
明
ら 

へ
か
で
あ
り
、
借
家
，..
借
間
で
.

は
三
5:

年
ー
人
当
り
畳
数
は
三
.
〇
八 

田
宜
、
ニ
，
.

三
九
畳
I

大
都
市
で
は
さ
ら
に
少
な
い
状
態
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
は
、.
わ
が
国
の
住
宅
事
情
が
■い
ぜ
ん
と
し
て
き
わ
め 

て
劣
悪
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
と
と
も
に
、
今
後
も
小
規
模
住
宅
に 

対
す
る
潜
在
的
需
要
が
大
き
い
ご
と
を
し
め
し
て
い
る
。

又
、
持
家
の
.

比
率
が
低
下
乙
て
い
る
こ
と
は
、
高
い
家
賃
負
担
と 

.の
関
係
で
.

、
消
費
支
出
、
消
費
水
準
を
考
察
す
る
ぅ
え
に
も
注
目
す 

べ
き
点
で
あ
る
。

.

(6
)

な
お
、
ハ住
宅
建
築
に
つ
い
て
は
、
国
家
に
ょ
る
投
融
資
政
策 

を
く
わ
し
く
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
一
応「

公 

共」
住
宅

•

民
間
住
宅
の
建
.築
資
金
の
推
移
を
し
め
し
て
お
く
に
と 

ど
め
る
。

.
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表
参
照)

料日本におけるゴドウィン研究史

(

続)

資

'バ

I

-

白
： 

'井
 

：厚

一マルサスの紹介
 

ニ福田徳三
 

三
河
上
蕺

四

土

田

杏

村(

以
上
五
九
卷
三
号)

五
無
政
府
主
義
思
想
史
研
究

ゴ
ド
ゥ
ィ
ン
に
対
す
る
思
想
史
的
な
検
討
と
し
て
は
、
当
然
彼
の
無
政
府
主 

義
思
想
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
日
本
の
近
代
思
想
は
無
政
府
主
義
に
大 

き
く
影
響
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
代
無
政
府
主
義
の
始
祖
ゴ
ド
ゥ
ィ
ン 

に
対
す
る
顧
虛
は
ば
な
は
だ
乏
し
か
っ
た
。，

.

.
H本
に
お
け
る
無
政
府
主
義
へ
の
言
及
と
し
て
は
、
明
六
社
の
西
周
が「

社 

会
党
論
ノ
説」

_ (.一

八
七
八
年
、
明
治
.一
一
年
頃)

に
お
い
て
、「

社
会
ノ
有
様
ヲ 

根
源
ョ
リ
.シ
テ
変
^
セ
ン
ト
欲
ス
ル
党
派」

と
し
\て

「

通
有
党」

:(

コ
ミ
ユ
.
'
- 

ス
ト)

、「

公
共
党」
(

ソ
シ
ァ
-1
;
ス
；ト)

、「

烏
有
党」

0
1ヒ
リ
ス
ト)

の
三
派
を
数 

♦

え

た(

大
久
保
利
謙
編「

西
周
全
集」

'
第
二
巻
、

一
九
.六
一
年
、
.四
一
一
一
。へ
丨
ジ)

の
.が
最
初
で
あ
ろ
ぅ
。
 

‘

.

R
本
に
お
け
る
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
研
究
史(

続)

つ
い
で
自
由
民
権
論
者
は
欧
米
社
会
主
義
の
好
意
的
な
紹
介
を
行
い
、
後
年 

の
社
会
主
義
に
大
き
な
精
神
的
影
響
を
与
え
た
が
、
中
江
兆
民
生
筆
の「

政
理 

叢
談」

に
お
け
る「

仏
国
ブ
ラ
ク
氏
撰
近
世
社
会
党
の
沿
革」

(

一
八
八
ニ
、
明

治
一
.五
年)

'
は
、

プ
ラ
ト
ン
、
ぞ
ア
、
カ
ン
パ
ネ
ラ
、

.モ
レ
リ
、
マ
プ
リ
、

、、ハ
 

ブ
I

フ
、
.
サ
ン■ 

V

シ
モ
ン

>

フ
，丨
リ
エ
、
ア
ン
フ
ア
ン
タ
シ
、
コ
ン
シ
デ
ラ
ン

な
ど
と
共
に
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
思
想
や
運
動
を
簡
単
に
説
明
し
て
い
る
。

さ
ら
に
重
要
な
も
の
と
し
て
は
、
自
由
民
権
論
か
ら
派
生
し
、
原
始
的
蓄
積 

の
強
行
に
伴
ぅ
福
島
事
件
、群
馬

事
件
な
ど
の

お
り
に
報
道
さ
れ
て
、わ
が
国
の 

人
心
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
ロ
シ
ア
の
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
、虚
無
党
、社
会
党
、
 

テ
ロ
リ
ズ
ム
の

事
件
を
扱
っ
た
い
わ
ゆ
る
"
虚
無
党
文
学
"
が
あ
る
。
た
と
え 

ば
田
島
象
ニ
訳
.「

婦
女
立
志
欧
州
美
談」

(

一
八
八
一
年)

、
杣
田
策
太
郎
訳r

魯 

国
奇
聞
烈
女
の
疑
獄」

(

八
ニ
年)

、

川
島
ぬ
さ
助
訳「

虚
無
党
退
治
奇
談」 

(

同
年)

.、
宮
崎
夢
柳
訳
.

「

虚
無
党
実
伝
記
鬼
啾
啾J 

.

(

八
三
年)

、
丹
森
太
郎「

露 

国
虚
無
党
を
論
ず」

( 「

国
民
之
友」

八
八
年)

な
ど
で
、
.特
に
西
|!
|
:通

徹

訳「

露 

国

秦

I

倩」

.(

八
ニ
.年)

は
、
;
、、ハ
ク
1-

1

ン
、.

ク
ロ

ポ
ト
キ
ン
、

マ
ル
ク
ス 

の
名
を
伝
：え
た
。
；ナ
ロー

ド
ニ
キ
の
S

M

想
、:

無
政
府
主
義
思
想
は
小
ブ
ル

1

01
,
(

六
四
五)

.



ジ
ョ
ァ
的
個
人
主
義
の
理
想
を
描
く
も

：
の
で
あ
る
か
ら
、
産
業
革
命
前
夜
の
日 

本
で
も
共
鳴
す
る
も
の
が
増
え
、

他
国
の
革
命
運
動
‘に
：対
す
る
同
情
$

ん
.
. 

だ

.°

.こ
れ
が
日
本
に
播
か
れ
た
最
初
の
無
政
府
左
義
の
截
で
あ
ろ
ぅ
。

こ
れ
は
た
だ
ち
に
民
権
運
動
‘に
影
響
し
、
八
ニ
年
九
财
鳥
原
^
お
吁
る
樽
井
. 

:

藤
吉
、
赤
松
泰
助
ら
の
東
洋
社
会
党
と
し
て

花
開
い
た
。*

た
が
こ
の「

東
洋
の 

虚
無
党」

.
は

.そ
の
盟
約
中
.に

「

予
を
制
す
る
の
君
主
，あ
ら
ず」

と
ぅ
た
い
、
.
. 

石
川
三
四
郎
に
ょ
っ
て「
あ
あ
こ
れ

醇
乎
た
る
無
政
府
主
義
の
結

社

に

あ
ら
ず 

や」
(「

日
本
社
会
主
義
史」

「
平
民
新
聞」

一
九
〇
七
年
一
月
ニ
五
日
号)

と
評
さ
れ 

な
が
ら
も
、
老
荘
思
想
、
自
然
法
思
想
、
功
利
主
義
、
.協
同
主
義
が
混
在
し
た 

未
熟
な
ユ
ー

ト
ゥ
ピ
ア

思
想
で
.あ
っ
て
、

樽
井
ら
は
パ
ク
丨

'ニ
ゾ
，
ク
ロ
ポ
ト 

キ
ン
も
読
ま
ず
、
西
洋
無
政
府
主
義
理
論
の
影
響
は
少
な
い
。
|

»
稿

「

わ
が
国 

に
お
け
る
西
欧
社
会
主
義
の
導
入
と
発
展
/

慶
應
義
塾
経
済
学
会
編「

in
益
経
済 

学
の
西
年
•
上
巻」

所
収
，

一
九
五
九
年
、

一
九
七
ぺ
ー
ジ
参
照
。)

*

*

承

無
政
府
生
義
に
つ
い
て
の
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
紹
介
は
、
煙
山
専
太
郎
編
著 

「

近
世
無
政
府
主
義」

(

法

学

博

士

有

贺

長

雄

校

閲

、

早

稲

田

發

書

、

東

.京

専

門

学 

校
；：：；

版

部

発

行

、

四

一

一

べ

ー

ジ

、
一
九
〇
一

;
明
治
三
五
年)

.で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 

「

近
時
無
政
府
党
の
暴
行
実
に
惨
烈
を
極
め
聞
く
だ
に
胆
を
寒
か
ら
し
む
る 

者
あ
り
然
れ
ど
も
世
人
多
く
其
名
を
謂
ふ
を
知
て
其
実
を
知
ら
ず
本
編
聊
か 

此
欠
乏
に
応
せ
ん
こ
と
を
期
す
る
者
な
.り」

(

序
言)

.

と
い
ぅ
書
き
出
し
で
、
m1
編

「

露
国
虚
無
主
義
.

」
(

虚
無
主
義
の
淵
源
、
虚
無
主

義
の
妓
吹
者
へ
ル
ッ
ェ
ン
チ
ェ
ル
ネ
シ
工

ヴ
ス
キ

ー
、
、パ
ク
ー

ニ

.ン
、

革
命
'1
動
.

の
歴
史
、
虚
無
党
の
諸
機
関
、
西
欧
に
於
け
る
虚
無
党
亡
命
客
の
運
動
、
逭
無
党
の
.

'
!
〇
ニ 

(

六
四
六)

_

。
女
傑
、
国
事
犯
罪
人
の
禁
獄
及
西
比
利
亜
追
放)

、
.
.後

編

「

欧
米
列
国
に
於
け
る
無 

政
府
主
義」

(

近
世
無
政
府
主
義
の

祖
飾
、
.国
際
党
の
.史
的
発
展
、
輓
近
に
於
け
る 

.無
政
府
主
義)

.と
い
う
内
容
を
も
‘ち
、

R
:シ
ア
及
び
欧
米
無
政
府
主
義
に
つ

f> 

て
の
か
な
り
包
括
的
な
紹
介
で
あ
る
。
そ
の
力
点
は
当
時
の
虚
無
党
事
件
に
関 

連
し
て
前
編
に
あ
る
が
、
後
編
.は
ゴ
ド
ウ

ィ

ン
か
ら
プ
ル
.ド
I

ン
、
へ
ス
、
グ

リ
ィ—

ン
、

マ
ル
、
ス
チ
ル
ナ
-
、

フ
ナ
ウ
エ
ル
、
、、ハ
ク

-

ニ
ン
、
ク
ロ
ポ
ト 

キ
ン
、
グ
ラ

I
ブ
、
レ
ク
ル
ス
、
ミ
シ
ェ
ル
、
サ
ウ
ラ
ン
、
ア
モ
ン
、
マ
ラ
ト 

丨
、
チ
プ
リ
ア

-
、
ベ
ル
ガ

I
、
ハ
ス
セ
ル
マ
シ
、
モ
ス
ト
、

デ
ュ
I
リ
ン
グ
、
 

エ
ギ
•デ
、

マ
ツ
ケ
ー
、
ニ
ー
チ
ェ
、
イ
プ
セ
ン
、
ポ
イ
ケ
ル
ト
、

ヘ
レ

ツ
カ
、

ハ
ー
、.ハ
ー
ト
、

ツ
ッ
力
ー
、•
そ

の
鄉
'仏
、
西
、
伊
、
独
、
塊
、
勾
、
白
、瑞
、
 

英
、
米
の
無
政
府
主
義
を
論
じ
、
そ
の
範
囲
は
極
め
て
広
い
。
ゴ
ド
ウ
ィ
シ
こ

つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
云
う
。

V

 

.

「

十
九
世
紀
の
中
葉
、

ラ
イ
ン
河
を
隔
て
、
其
東
西
に
ニ
人
の
思
想
家
あ 

り
、
彼
等
は
同
じ
く
へー

ゲ
ル
の
哲
学
よ
り
出
で
、
而
も
何
等
の
関
係
あ
る 

に
あ
ら
ず
し
て
共
に
無
政
府
主
義
を
鼓
吹
せ
り
。
其
東
に
あ
る
を
マ
ク
ス
、

ス
チ
.

ル
.、イ

ル

と

し

西
に
‘あ
る
を
ピ
土 ■

ル
、
.プ
ル
ー
ド
ン
と
す
。
省

こ
5
II
-
一
 

無
政
府
主
義
の
祖
師
、
前
者
は
個
人
主
義
的
無
政
府
主
義
を
唱
へ
後
者
は
社 

会
主
義
的
無
政
府
主
義
を
主
張
し
た
り
。

無
政
府
の
思
想
は

往
古
も
と

全
く
之
な
か
り
し
に
非
ず
。
而
し
て
近
世
に 

至
り
て
は
ヰ
リ
ア
ム
、

ゴ
ッ
ド
ヰ
ン
の
一
七
九
主
年
を
以
て『

政
治
上
の
正 

義
に
関
す
る
研
究』

.

.を
公
に
せ
る
あ
り
。
彼
其
中
に
於
て
論
じ
て
日
、

.す
、、/
 

て
政
府
は
多
少
必
や一

の
専
制
者
な
り
。
彼
等
に
は
二
つ
の
職
分
あ
り
。
即 

其
一
は
社
会
の
内
部
に
於
け
る
不
正
を
鎮
圧
.す
る
事
に
し
て

、
. 
一
±
外
部
よ

り

の
暴
行
を
防
^
す
る
31

V
な
り
。
然
れ
ど
も
此E

的
の
為
め
に
は
政
府
な
る 

渚
を
建
設
す
る
の
必
要
な
し
。
何
と
な
.れ
ば
法
を
行
ふ
為
に
は
教
会
制
度
の 

之
に
代
る
べ
き
あ
り
、
典
教
徒
の
協
議
に
ょ
り
て
優
に
$
物
を
処
理
判
定
し 

得
べ
け
れ
ば
な
り
。
又
特
殊
の
法
律
を
備
ふ
る
を
も
不
必
要
な
り
、
吾
人
は 

一
市
一
來
と
市
あ
る
毎
に
之
.を
裁
断
す
る
を
以
て
足
る
ベ
け
れ
ば
な
り
と
。
 

か
く
て
彼
は
人
間
を
以
て
丼
個
性
が
消
へ
失
せ
ぬ
れ
ば
消
へ
失
せ
ぬ
る
ほ
ど 

益
々
優
等
と
な
る
者
な
り
と
て
結
論
し
て
日
、
す
べ
て
政
府
な
る
渚
は
有
害 

物
な
り
、
人
類
の
罪
惡
を
帆
人
起
す
る
も
の
な
り
、
故
に
之
を
壊
滅
す
る
は
正 

に
塑
ま
し
き
徘
た
り
。ノ
財
産
私
有
の
制
の
如
き
も
亦
之
.れ
が
他
を
犠
牲
に
供 

し
て
自
ら
為
め
に
す
る
以
上
、
政
府
と
共
に
之
を
打
ち
亡
ぼ
さ
2
る
べ
か
ら 

ず
と
。
即
彼
は
玆
に
明
に
己
が
無
政
府
論
を
表
白
し
た
り
と
雖
、
彼
の
所
論 

は
も
と
其
著
書
の
各
部
に
散
在
せ
る
の
.み
に
し
て
決
し
て
一
定
の
体
系
を
な 

し
た
る
渚
と
見
做
す
を
得
ず
。

」

' (

一
一
七
四
r
五
。へ
ー
ジ)

煙
山
の
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
紹
介
は
、

日
本
人
の
手
に
な
る
も
の
と
し
て
■最
も
早 

く
、
福
出
徳
三
に
先
立
つ
こ
と
十一

年
で
あ
る
が
、
彼
はh

a
v
e
l
e
y
e
,
.
L
e

 

§
丨 

cialisme c
m
t
e
m
^
m
i
n

 

や 

Z
e
n
k
e
r
,

 D
e
r

 A
m
r
c
h
i
s
m
u
s

 

な
ど
に
よ
っ
て 

書
い
た
の
で
、
蔭
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
を
読
ん
で
は
い
な
い
。
そ
こ
で
教
会
制
度
を 

も
っ
て
政
府
に
代
え
る
な
ど
誤
り
も
甚
だ
し
く
、
私
有
財
産
と
の
関
係
も
正
し 

く
つ
か
ま
ず
、
.ゴ
ド
ウ
ィ
ン
に
は
一
.切
の
権
力
を
^
定
す
る
卓
抜
な
体
系
が
あ 

る
こ
と
を
威
山
は
全
く
知
ら
な
か
っ
た
。

T

.

:

.

* 

:
.
: 

* 

*

だ
が
無
政
府
主
義
_
体
は
、
煙
山
の
書
の
影
響
も
あ
っ
て
日
本
の
社
会
主
義

運
動
の
中
に
深
く
入
り
込
む
。
ニ
九
〇
三
年(

明
治
三
.六
年)

設
立
の
平
民
社
に

、
 

.

.

.

.

 

日
本
に
お
け
る
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
研
究
史(

続)

'

は
、そ
こ
か
ら
出
さ
れ
た
絵
は
が
き
が
、

マ
ル
ク
ス
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
、
ラ
ッ
サ
ー 

.

ル
、

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
，、ト
ル
ス
ト
イ
、ベ

ー

ベ
ル
の

肖
像
を
掲
げ
た
こ
と
に
も
見 

ら
れ
る
よ
ぅ
に
、自
由
民
権
運
動
、
ド
イ
ッ

流
の
議
会
政
策
的
社
会
民
主
主
義
、

,

人
道
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
的
社
会
主
義
と
共
に
、

.マ
ル
ク
ス
主
義
、
無
政
府
主 

'義
が
大
き
な
勢
力
を
も 

'っ
て
交
錯
し
て
い
：た
。
か
く
し
て
数
客
同
に
眠
り
、
 

弾
圧
と
.男
女
問
題
に
よ
っ
て
平
民
社
が
解
敗C

一
九
◦
五
年)

■し
た

時
、
幸
徳
秋 

水
、
堺
利
彦
は
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
、木
下
尚
江
、
石
川
三
四
郎
は
ト
ル
ス
ト
イ
流 

の
キ
リ
ス
ト
教

へ
と
分
裂
。
こ
の
中
に
お
い
て
幸
徳
は
、
S

I1
1
民
権
運
動
か
ら 

.社
会
主
義
べ
進
み
、
か
ね
て
，よ
り
ク
卩
ポ
ト
キ
ン
を
愛
読
し
て
無
政
府
主
義
的 

傾
向
を
も
っ
て
い
た
が
、
獄
中
に
お
い
て
、
.議
会
主
義
、
合
法
主
義
の
限
界
に 

つ
い
て
思
い
を
い
た
し
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の

著
作
な
ど
の
影
響
に
よ
っ
て
転
向
、
 

「

初
め
.『

マ
ル
ク
ス』

の
社
^

主
義
者
と
し
て
監
獄
に
参
り
ま
し
た

が
、

邦
の 

出
獄
す
る
に
際
し
て
は
、
過
激
な
る
無
政
府
主
義
者
と
な
っ
て
娑
婆
に
立
戾
り

ま
し
た
。

」
(

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
無
政
府
主
義
渚
ア
ル
.パ
1
ト
，ジ
ョ
ン
ソ
ン

宛 

て
の
手
紙
'
塩
田
庄
兵
衛「

幸
徳
秋
水
の
.日
記
と
書
筒」

一
九
六〜

八
ぺ
ー
ジ：)

も 

ち
ろ
ん
幸
徳
が
自
ら
>>
マ
ル
ク
ス

派
と
い
っ
た
の
は
、
ド
イ
ッ
社
会
尻
主
党
の 

議
会
主
義
で
.あ
っ
て
，、

レ

一

ニ

ン

ら

の

本

命

的

マ
ル
ク
ス

主
義
を
知
ら
な
か
.っ
 

'

た

。
.

(

岸

本

英

太

郎

「

明

，治
社
会
運
動
思
想」

下
、
解
説
ニ

七
六
丨
七
ぺ
ー
ジ
。)

そ 

し
て
ア
メ
リ
ヵ
へ
渡
'っ
て
左
派
I

W

Wの
労
働
運
動
、

P
シ
ア
系
の
亡
命
ア
ナ 

■■
丨
キ
ス
ト
に
揍
触
、
ま
た
渡
米
中
に
知
っ
た
ロ
シ
ア
革
命
の
実
況
は
、
武
装
蜂 

起
の
意
義
を
大
き
く
彼
に
訴
え
る
こ
と
と

な
っ
た
。

「

+
¥傲
は
ロ
シ
ア
の
現
段 

階
、

社
会
民
主
党
内
の
ボ
ル

シ
X
ヴ
ィ
キ
、
.メ

ン
'

\
H

ヴ
ィ
キ
を
■見
る
代
り 

に
、：
ナ
ロ 

!
ド
二
キ
を
見
、
そ
の
発
展
と
.し
て
の
、

ェ
ス
•
エ
ル
と

ア
ナ
ー
キ

i

Q
一
 1

(

六
四
七)

.



ス
ム
と
を
見
た
の
で
あ
る
.。

」
(

田
中
惣
五
郞
'

「

幸
徳
秋
水」

I.

九
五
五
年
、
'ニ
六

四T. —

ジ)

o
が
く
し
て
、
' 幸
徳
は
そ
の
直
接
行
動
論
に
ょ
っ
て
合

法

的

議

会

主

義
の
社
会
主
義
.若
に
大
き
な
銜
_
を
与
え
る
の
だ
が
、
こ
の
反
議
会
主
義
的
、

本
命
^
盤
ハ
政
府
主
義
は
ク
ロ
ポ
ト
.キ
ン
.を
基
調
と
し
、
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
、

エ

.ス

.

.エ
ル(
社
会
革
命
党)

な
、ど
.ロ
シ
ア
系
ア
ナー

キ
ズ
ム
で
あ
っ
て
、
ゴ
ド

ゥ

.

ィ
ン
の
理
性
的
無
政
府
主
義
と
は
全
く
関
睬
が
な
い
。，

こ
の
ょ
ぅ
な
事
情
の
た
め
に
、
ま
た
日
本
に
お
け
る
資
本
主
義
の
危
機
、
労

锄
者
階
級
の
惨
状
、労
働
運
跡
の
未
熟
さ
"激

し

い

弾

圧

な

ど

が

、
，小

ブ

ル

ジ

.ョ

ア
^
過
激
主
義
の
基
盤
を
提
供
し
た
た
め
に
、
無
政
府
主
義
は
大
い
.に
議
論
の

対
象
と
な
っ
た
。
辦
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
と
万
国
社
会
党
の
戦
術
論
の
研
-

究
雑
詰
と 
し
て
、
.わ
が
国
最
初
の
社
会
主
義
研
究
誌
た
.る

「

社

会

主

義

研

究

」

(

一
九
〇
六
、
明
治
三
九
年)

に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
並
ん
で
無
政
府
主
義

的
傾
向
を
示
し
、
特
に
そ
の
第
二
号
へ
一
九
〇
六
、
明
治
三
九
年
四
月)

で
は
無

政
府
主
義
を
特
集
し
て
、
ク
-ロ
ポ
ト
キ
ン

•
白
柳
秀
湖
訳
.「

無
政
府
主
義
の
哲

学」

、
久
律
見
蕨
村「

無
政
府
主
義
の
ニ
派」

、
ブ
リ
ス
.
堺

利

彦

訳
「

無

政

府

主

義
と
身
会
主
義」

：、
久

淨

見「

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
特
色」

.、
ブ
リ
ス
.
棵

訳
「

社
会

主
義
史
大
綱」

、「

人
物
小
伝(

プ
ル
ー
ド
ン
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
：
、ハ
ク
ニ
ン)

」

^.

ど
を
戦
せ
た
。
そ
の
他
大
杉
栄「

万
国
社
会
党
大
会
略
史」

、
白
柳
訳
述「

プ
ル

I
ド
ン」

、

大

杉

「

ベ
ー
べ
ル
伝」

、.「

工
ン
ゲ
ル
ス
逸
話」

な
ど
を
含
ん
で
い 

.
る
。そ

の

後

森

近

、
堺
、
山
川
、
大
杉
ら
は
幸
徳
に
同
調
し
，：て

r

大
阪
平
民

新 

聞」
(

一
九
〇
七
、
明
治
四
〇
年
、
後
：に

「

平
民

新
聞」

)

を
発
刊
し
、
幸
徳

「

海
南 

运=

論」
^

篁

四

一無
政
府
主
義
経
済
論」

、
ク
ロ
.ポ
ト
キX

，
'

山

川

訳r

貨

.

1

0四

(

六
四
八)

金
制
度」

、
ク
..ロ
ポ
ト
キ
ン
•
•大

杉

訳「

自
由
合
意」

、
.
マ
ラ
テ
ス
タ
•
幸
徳
訳 

「

無
政
府
主
義
ど
ぎ
脅
働
組
合」

、
.ク
..ロ
ポ
ト
キ
ン
•
幸

徳

訳「

方
人
の
安
楽
- 

(「

麵
飽：

の
略
取」

第
一
一
章)

> 
幸

徳

「

無
政
府
党
大
会
決
議
正
文」

、

ク
口
ポ
ト
キ 

ン
.
幸
徳
,

「

.無
政
府
共
産
主
義」

、

山

川

均

-1
万
国
無
政
府
党
大
会」

な
ど 

無
政
府
主
義
に
関
す
る
多
く
の
論
文
、
，記
讓
を
載
せ
て
い
る
。(

前
掲
拙
稿
一
一
一
一 

〇
ぺー

ジ
参
照)

だ
が
こ
う
し
た
中
で
、
.ゴ
ド
ゥ
ィ
ン
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど 

な
く
、
日
本
に
唯
の
無
政
府
主
義
者
と
称
し
た
久
津
見

蕨
村
の
.「

無

政

府

主
 

義」
(

一
九
〇
六
、
明
治
三
九
年)

も
.、
西

欧

無

政

府

主

義

の

発

展

を

「

プ

ル

ー

ド

ン」

、「

スチルネル

」

、「

バ
タ

ー
1
ン
|_
'’、
.
.

「

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン

」

.
と
解
説
し
、
堺 

羽
彦
は
、「

無
政
府
主
義
は
仏
蘭
西
の
プ
ル
ー
ド
ン

を
祖
と
し
て
居
る
が
、

_
、
 

際
運
0
は
久
張
り
ス
ク
二
ン
.力
..ら
始
ま
る
の
で
あ
る」

'。(「

社
会
主
義
と
無
政
府 

主
義」

、「

平
民
新
聞」

ニ
：一
号
、
一
九0

四
、
明
治
三
七
年)

、「

A
無
政
府
主
義
の 

思
想
は
ルー

ソ
I
、
プ
ル
I
ド
ン
に

其

の

源

を

発

し

、
--
方

は
ス
チ
ル
ネ
ル
、

ニ. —

チH
、

ト
ル
ス
ト
イ
、
イ
プ
セ
ン
等
に
流
れ
て
個
人
的
無
政
府
主
義
と
な 

り
、

一
方
は
、、ハ
ク
ニ
ン
、

マ
ラ
テ
ス
タ
、

レ
ク
ル
ス
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン

等
に
流

れ
て
共
産
的
無
政
府
主
義
と
な
っ
た
。

」
(「

社
会
主
義
と
無
政
府
主
義」

、「

光」 

第

一

卷
第
二
六
号
、

一
九
〇
六
、
明
治
三
九
年)

と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。

幸
徳
に
ょ
っ
て
築
か
れ
た
日
本
の
無
政
府
主
義
は
、
そ
の
後
、
ロ
シ
ア
革
命
、
 

マ
ル
ク
ス
主
義
の
導
入
以
後
、
大
正
期
の
い
わ
ゆ
る
ア
ナ
.
ボ
ル
論
争
、
大
杉 

栄
の
.時
代
を
迎
え
る
。
大
杉
は
理
論
家
と
い
う
ょ
り
はQ

マ
ン
チ
ス
ト
で
、
ク 

ロ
ポ
ト
キ
ン
の
翻
訳
が
多
い
が
、
パ
ク
ー
ニ
ン
に
も
興
味
を
も
っ
て
い
た
。
ソ 

レ
.ル

へ

.ル
グ
ソ
ン
な
ど
の
影
響
も
^
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
以
後
、„

こ
と

え
ば
八
太
舟
三「

階
級
闘
争
説
の
誤
謬」

(

一
九
二
九
年)

も
ク
ロ
’
ボ
ト
キ
ン 

の
理
論
を
支
柱
に
し
て
い
る

(

松
田
道
雄
編
集
，
解

説「

ァ
ナ
I
キ
ズ
ム」

現 

代
日
本
思
想
大
系
16

、

一
九
六
五
年
、
五
九
ぺ
|
ジ
参
照)

。
し
か
し
、

無
政
府
主 

義
渚
に
よ
っ
て
、
翻
訳
の
域
を
越
え
て
、
特
に
無
政
府
主
義
の
思
想
史
的
な
研 

究
が
深
め
ら
れ
た
例
は
な
い
。
ま
.し
て
ゴ
ド
.ウ
ィ

ン
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
な 

例
は
全
く
な
か
っ
た
。
1

承 

* 

氺

や
や
特
.殊
な
而
か
ら
の
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
研
究
と
し
て
は
、
大
正
の
末
期
に
書
か 

，れ
た
、
森
戸
辰
男「

ゴ
ド
ヰ
ン
と
'ウ
ォ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
と
の
結
婚」

へ「

我 

等=

政
治*

経
済•

社
会
•
教
育
.，
文
芸
の
批
判==」

七
卷
、.
一
〇
丨
一
一
号
、

一
 

九
ニ
五
.、
.大
正
一
四
年
一
〇〜

一
一
月)

が
あ
る
。

こ

れ

は「

資
本
主
義
を
も 

含
め
た
あ
ら
ゆ
る
隸
厲
制
度
を
排
撃
し
た
思
想
的
先
駆
者
、ヰ
リ
ァ
ム
，
ゴ
ド
ヰ 

ン
と
メ
リ
イ
•
ウ
ォ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト」

す
な
.わ
ち「

各
々
相
異
な
る
独
特
の 

性
格
と
主
張I

の
持
主
.で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
共
に
政
治
上
に
お
け
る
君
主
制 

の
反
対
者
で
あ
り
、
宗
教
上
に
お
け
る
自
由
思
想
家
で
あ
り
、
社
会
的
風
習
に 

対
す
る
反
逆
者
で
あ
り
、

文
学
並
に
政
治
思
想
界
の
花
形
で
：あ
っ
た
，「

当
代 

に
お
け
る
最
も
特
興
な
る
夫
婦」

に
つ
い
て
、

「

形
式
的
結
婚
制
度
の
帝
認
者 

で
あ
-P
た
ゴ
ド
ヰ
ン
と
女
子
の
独
立
と
平
等
の
主
張
者
と
が
ど
う
い
ふ
形
で
結 

婚
し
た
か
、
さ
う
し
て
そ
の
結
婚
が
如
何
な
る
経
過
を
と
っ
た
か」

.を
調
べ
た 

も
の
で
.あ
る
。

.

森
戸
氏
に
よ
れ
ば
、
二
人
は
共
に
当
時
の
社
会
.的
習
俗
に

対
す
る
挑
戦
を
標 

榜
し
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
文
筆
に
よ
っ
て
経
済
上
の
独
立
を
期
し
得
る
辦
情 

に
あ
っ
た
た
め
、
独
自
の
行
動
を
と
り
理
想
の
実
現
を
図
る
の
に
好
都
合
な
立 

日
本
に
お
け
る
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
研
究
史
.

(

続)

場
に
あ
っ
た

。

そ
し
て
フ
ラ
ゾ

ス
革
命
に
よ
る
新
機
運
も
有
利
な
背
景
を
つ
く 

っ
て
い
た
が
、
新
し
い
試
み
が
、
保
守
的
な
イ
ギ
リ
ス
で
、
特
に
性
的
生
活
の 

領
域
に
.お
い
て
行
う
こ
と
に
つ
い
'て
は
、
根
強
い
社
会
的
反
抗
を
覚
悟
す
べ
き 

で

あ

っ

た

.。

'「

こ
の
闘
争
裡
に
、：

彼
等
は
自
分
た
ち
の
結
婚
生
活
の
中
に
、
で
き
る
だ
け 

多
く
、
彼
等
の
理
想
を
盛
ら
う
と
努
め
た
。
さ
う
し
て
彼
等
は
或
る
程
度
に 

..

.お
い
て
此
の
企
囪
に
成
功
し
た
如
く
に
見
え
る
、
即
ち
彼
等
の
結
婚
は
封
建 

的
隸
従
制
度
に
対
す
る
反
動
と
し
て
の
個
人
の
自
立
と
独
立
と
い
ふ
思
想
に 

よ
っ
て
強
く
特
徴
づ
け
ら
れ
て
ゐ

る

.。

と
い
ふ
の
が
、
彼
等
の
結
婚
は
対
等 

，者
と
し
て
の
自
出
な
る
結
合
を
基
調
と
し
、形
式
上
の
結
婚
制
度
を
否
認
し
、
 

且
つ
夫
婦
別
居
と
い

ふ

ま

^

す
べ
き
仕
組
で
始
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
0

」

,
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は「

政
治
的
正
義」

に
お
い
て
理
性
を
過
大
視
し
、
恋
愛
、
家 

庭
的
な
愛
情
の
カ
な
>:
を
過
小
評
価
し
て
い
た
0
ウ
ル
■ス
タ
ン
ク
ラ
ー
フ
ト
は 

独
立
な
対
等
者
.と
し
て
め
男
女
.の
自
_
な
結
合
の
永
続
的
_
礎
を
、
性
愛
で
は 

な
く
、
真
而
目
-&
、
崇
高
な
友
情
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
た
0
ゴ
ド
ウ
ィ 

ン
：は
、
同
樓
が
個
人
の
独
立
を
犯
す
、
虚
偽
の
仕
組
で
あ
る
、
女
を
我
物
と
す 

る
こ
.
.と
は
最
惡
の
財
鹿
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
結
婚
制
度
に
反
対
し
た
。
彼 

が
ウ
ル
ス
タ
ン
ク
ラ
I

フ
ト
と
の
結
婚
を
内
密
に
し
た
の
は
、
書
店
主
ジ
ョ
ン 

ソ
ン
か
ら
の
妻
へ
の
援
助
が
.な
く
な
る
の
を
恐
れ
た
た
め
と
い
わ
れ
て
い
る 

が
、
森
戸
氏
は
、
メ
リ
イ
が
野
卑
な
世
間
話
の
話
題
と
'な
る
こ
と
を
極
端
に
嫌 

っ
た
た
め
と
考
え
、
と
も
か
ぐ
彼
ら
の
結
婚
が
、
法
律
で
は
な
く
恋
愛
と
友
情 

の
上
に
築
か
れ
た
こ
.
.と
.を
指
摘
1>
.て
.い
.る
。
.

：

.

彼
ら
.は
ゴ
ド
ウ
イ
ン
の
持
説
：に
よ
っ
て
大
体
別
居
の
方
針
を
と

っ
た
。
そ
れ

.

一
〇
五

^
0
3



に
対
し
て
メ
リ
イ
は
、
' 家
庭
の
団
ら
ん
.を
理
想
と
し
た
が
、
夫
.に
感
化
さ
れ一

一
 

十
戸
ほ
ど
離
れ
て
各
々
著
作
に
専
念
し
"

:必
要
に
応
じ
て
会
い
，

「

訪
問
の
清 

新
さ
並
に
活
々
し
た
感
覚
と
家
庭
生
活
の
ヨ
リ
細
や
か
に
し
て
ヨ
リ
情
の
深
い 

快
楽
，と
■を
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
,-
よ
う
で
あ
る
。

森
戸
氏
は
、
彼
ら
の
：結
婚
生
活
は
非
常
に
幸
福
で
あ
っ
た
と

考
え
、
メ
リ
イ 

の
直
情
径
行
と
ゴ
ド
ウ
ィ.

ン
の
：理
智
と

慎
重
と
が
琴
.瑟

相

和

し

た

と

述

べ

.
て
い 

る
。
だ
が
こ
の
結
婿
は
、
不
幸
に
も
、

一
年
余
に
し
て
メ
リ
イ

の
死
に
よ
っ
て 

終
.っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の

前
に
彼
ら
は
、メ
リ
イ
の

懐
妊
に
よ
っ
て
、彼
ら
自
身 

お
よ
び
生
ま
れ
出
る
子
供
の
こ
と
を

考
え
て
正
式
に
.結
婚
し
て
：い
る
。「

彼
等 

は
そ
の
実
践
の
上
で
踏
み
出
し
た
一
歩
を
、
社
会
的
勢
力
.の
.逆
襲
に
会
う
.て
、
' 

も
ろ
く
も
後
退
し
た
。

」
「

彼
等
を
か
く
行
動
せ
し
め
た
動
機
に
は
十
分
同
情
す 

ベ
き
、
ま
た
、
尊
敬
す
ベ
き
'も
の
さ
へ
あ
る
.

」

，が
、
.「
か
く
し
て
彼
.等
の
結
婚 

生
活
の
精
彩
の一

つ
は
、
半
歳
を
待
た
ず
し
て
既
に
消
失
し
去
っ
た
わ
け
な
の 

で
あ
る
。

J 

.

も
う一

つ
の
特
徴
、

つ
ま
り
別
居
に
つ
い
て
み
る
と
、
ゴ

ド
ウ

ィ

ン
は
四
年 

後
の
一
八
〇
ー
年
に
ク

レ

ア

モ
ン
ト
夫
人
と
苒
婚
し
ノ
.
こ
の
時
は
始
めか..

ら
教 

会
の
儀
式
に
従
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
別
居
の
形
跡
も
な
い
。
そ
れ
.に
つ
い
て
氏 

は
、
.
結
婚
生
活
に
対
す
る
彼
の
考
え
の
変
化
と
経
済
状
態
を
®
視
し
て
い
る
。

ま
た
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
、

一

人
の
女
を
我
物
と
す
る
こ
と
を

最
も
憎
む
べ
き
独 

占
と
痛
撃
し
な
が
ら
、
メ
.リ
イ
が
し
ば
し
ば
ホ
ル
ク
ロ
フ
ト
を

訪
れ
る
の
を
非 

難
し
て
.い
る
。

ま
た
近
親
な
ど
に
対
す
る
特
別
な
好
遇
を
非
合
理
と
考
え
て
い
.
 

た
が
、

家
庭
的
情
愛
を
望
む
よ
う
に
変
っ
た
。

「

彼
が
結
婚
と
家
庭
生
活
に
対 

す
る
従
来
の
極
端
に
否
定
的
な
態
度
を
改
め
た
こ
と
は

疑
ひ
な
い
。
一

1
〇

六

(

六
五
〇)

C
う

し

て「

勇
敢
に
踏
み
出
さ
れ
た
結
婚
生
活
上
の
革
新
は
、

一
年
余
の
継 

続
期
間
に
お
い
て
既
に
そ
の
踏
.み
出
さ
れ
た
重
要
な
一
歩
が
後
退
せ
ら
れ
た

。」 

「

彼
等
.の
結
婚
生
活
は
彼
等
が
蔑
視
し
論
難
し
来
っ
た
：平
凡
な
る
結
婚
生
活
の 

.
水
平
線
か
ら
余
り
遠
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
ま
で
落
ち
来
っ
た
で
あ
ら
う
。

」

し
か
し
な
が
ら
森
戸
氏
は
、
こ
の
失
敗
は「

決
し
て
彼
^

の
人
間
と
し
て
の 

値
打
を
傷
つ
け
る
'も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
彼
等
の
追
求
し
た
口
標
の
文
化 

史
的
意
義
を
害
ふ
も
の
.で
..も
な
い」

.と
_
.い
う
。.
そ
の
理
想
は「.今

！：：：、

吾

々

の
 

目
標
と
し
て
も
少
し
も
耻
か
し
く
な
い
と
と
ろ
め
^J

の
で
あ
る
-0「

彼
等
の
失 

敗
は
そ
の
闘
争
的
熱
意
の
欠
乏
や
確
信
の
不
足
か
ら
来
た
.の
で
は
な
い
。
彼
等 

の
失
敗
は
む
し
ろ
運
命
的
で
，あ
っ
た
。
改
革
を
志
し
た
多
く
の
偉
大
な
る
個
人 

ガ
経
験
し
た
よ
う
に
.
.彼
等
も
亦
、‘
運
命
の
^
輪
の
廻
ら
ぬ
先
き
を
踏
み
越
し 

:

た
の
で
あ
っ
た
。

」

そ
こ
で
^
は
、
こ
の
理
想
的
結
婚
生
活
を
可
能
な
ら
し
め
る 

1

定
の
経
済
的
蕋
礎
を
強
調
し
て
い
る
。
.「

社
会
的
諸
条
件
と
そ
の
反
映
で
あ 

る
と
こ
ろ
の
人
間
性
と
が
、
そ
れ
を
無
視
若
し
く
.は
軽
視
し
.た
と
こ
ろ
の
人
間 

の
理
想
的
努
力
に
反
逆
し
た
の
で
あ
る
。
■そ
の
翻
争
は
^
壮
で
あ
り
そ
の
失
敗 

は
運
命
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
こ
の
失
敗
も
亦
人
生
の
I
命
的
殉
道 

の1

つ
に
数
へ
ら
る
べ
.き
も
の
.で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

」

こ
の
よ
う
に
氏
は
、
人
間
.の
下
部
構
造
に
よ
る
規
定
性
を
茁
要
視
す
る
。
彼 

ら
の
偏
智
的
な
社
会
観
人
生
観
の
理
想
が
、
ィ

ギ
リ
ス
の
社
会
的
諸
条
件
に
よ 

っ
て
決
定
せ
ら
れ
て
い
た
当
代
人
と
異
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
後 

生
産
関
係
は
発
展
し
、
新
し
い
土
台
が
展
開
.し
た
。
そ
こ
で
氏
は「

既
に
行
は 

れ
た
変
化
に
.よ
，っ
て
準
備
せ
ら
れ
新
し
き
土
台
が
如
何
に
興
味
あ
る
様
相
を
吾 

我
.の
前
に
展
開
し
つ
.、
あ
る
力
の
例
を
指
摘」

.す
る
。
す
な
.わ
ち
職
業
，を
も
っ

た
女
子
-

-
こ
の

進

^

的

女

子

大

衆

に

注

E
I-L
.、そ
の

中
に
コ
ロ
シ
タ
.ィ

の
.

「

新

し
き
女J

:の
特
徴
を
認
め
て
こ
の
ニ
回
に
わ
た
る
論
文
.を
終
っ
て
い
る
。

こ
れ
ば
無
政
府
主
義
と
い
う
よ
.り
は
結
婚
思
想
史
、

フH

ミ
•一一
 

ズ
ム
思
想
史 

上
の
ゴ
ド
ゥ
ィ

ン
夫
襄
を
と

り
上
.げ
'た
も
の
.で
あ
.る

が

、

彼

ら

の

興

味

.あ

る

結 

婚
生
活
を
対
象
と
し
た
最
.初
の
も
の
で
あ
り
、
研
究
と
し
て
も
当
時
と
し
て
は 

水
準
は
高
い
。
そ
し
て
形
式
的
な
結
婚
制
度
の
否
定
、
夫
婦
別
居
と
い
う
急
進 

的
な
荚
験
に
非
常
に
好
意
的
な
の
は
、
大
；止
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
雰
囲
気
の
名
残 

り
で
あ
ろ
う
か
。

こ
：の
論
文
が
当
時
の
結
婚
観
に
ど
の
程
度
影
響
を
与
え
た
か 

は
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
杉
栄
な
ど
無
政
府
主
義
者
の
結
婚
の
例
と
比
べ 

る
時
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

氺 

本 

关

言
論
の
一
層
不
自
_
と
な
っ
.た
昭
和
期
に
入
っ
て
か
ら
は
、

商
ら
無
政
府 

主
義
的
傾
向
を
も
っ
て
い
た
新
居
格

.の

r

ア
ナ
I
キ
ズ
ム」

(

.

「

社
会
問
題
講 

座」

、新
潮
社
，

一
九
二
六〜

七
、
昭
和
一〜

ニ
年)

が
あ
る
。
彼
は
、「

無
：政
府
主 

義
は
強
権
K
M定
と
自
由
強
調
に
即
す
る
社
会
原
理
で
，あ
る
。
消
極
的
に
見
れ
ば
. 

そ
の
形
式
の
如
何
を
問
は
ず
、

(

以
下
十
三
字
削
除)

積
極
的
に
云
ふ
と
、

各 

個
人
の，21

由
を
理
想
と
す
る
自
動
自
律
的
な
社
会
組
織
で
あ
る
。

」

と
定
歲
し
、
 

無
政
府
主
義
を
も
っ
て
無
秩
序
、.
暴
力
的
を
意
味
す
る
と
し
た
り
、
極
端
な
，社 

会
主
義
と
見
た
り
す
る
こ
と
を
謬
見
と
し
て
退
け
た
。
そ
し
て
そ
の
第
三
章
、
 

「

無
政
府
主
義
の
理
論
的
発
達」

に
お
い
て
、
最
初
に
ゴ
ド
ゥ

ィ
シ
の
政
治
観
、
 

財
産
論
.を
紹
介
し
て
.い
る
。

(

一

ニ

ー

六

ぺ

ー

ジ

)

と
れ
はJElzbacKer,.Karl. 

Diel, M
a
x

 B
e
e
r

な
ど
に
拠
っ
て
い
る
が
、
.特

に

理

性

以

外

を

信

じ

.な

い

こ

と 

と
相
互
扶
助
説
に
お
い
て
ク
ロ
ポ
ト

キ
シ
の
思
想AJ.

相
似
て
い
る
と
し

、
.

.日
本
に
お
け
る
：ゴ
ド
ウ
イ
シ
研
究
史(

続)

「

筆
者
は
.ゴ
ッ
ド
ウ
イ
ン
の
考
へ
方
に
は
無
政
府
主
義
思
想
の
哲
学
的
心
髄 

.を
包
蔵
す
る
と
共
に
、
無
産
階
級
倫
理
の
鉴
調
と
も
云
ふ
べ
き
無
名
讚
仰
の 

高
唱
し
て
ゐ
る
の
.
.を
見
る
の
を
快
し
と
す
る
。『
真
に
賢
き
人
は
利
害
に
ょ 

っ
て
も
、野
心
に
ょ
っ
て
も
、栄
誉
の
愛
に
も
名
聞
慾
に
も

動
か
さ
れ
な
い
。
 

彼
は
妬
心
を
知
ら
な
い
.。…

，.：
凡
べ
て
.の
人
々
は
彼
の
仲
間
の
労
働
者
で
あ 

る
が
、
彼
は
何
人
を
も
競
争
者
と
し
て
持
な
い
。

』
(

前
掲
書H
ル
ッ
バ
ッ
へ 

ル

『

無
政
府
主
義』

英
訳
四
ニ
頁)

ゴ
ッ
ド
ウ
イ
ン
が
無
政
府
主
義
思
想
の
先 

蹤
者
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
ら
の
所
説
に
就
い
て
考
へ
て
も
明
ら
か
な
こ
と
で 

あ
る
-0(

一.四
ぺ
！
ジ)

と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
私
有
財
産
に
つ
い
て
は
、

「

彼
は
財
産
の
共
有
は
要
求
し
な
い
。
何
故
な
ら
ば
私
有
財
産
な
く
、
個
人 

の
自
由
な
け
れ
ば
、
独
立
も
な
く
、
進
歩
も
な
く
',
道
徳
も
な
く
、
幸
福
も 

.

在
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
.意
味
で
私
有
財
産
は
我
々
に
取
っ
て
貴
前 

な
も
の
で
あ
る
。
た
乂
、
社
会
の
す
べ
て
，の
各
人
間
に
財
産
の
芷
し
き
平
等 

•

.の
分
配
の
み
が
要
求
さ
れ
る
丈
で
あ
る
。
そ
の
点
で
ゴ
ッ
ド
ウ
イ
ン
は
一
種 

の
分
産
主
義
者
で
あ
る
と
云
へ
る
。

」
(

一
五〜

六
べ
ー
ジ

)

と
述
べ
た
。
，：
こ
の
点
に
つ
い
て
、

ゴ
ド

ウ

イ

ン

の
真
意
は
、「

私
の
持
っ
て
い 

る
も
の
は
、
も
し
私
の
使
用
に
必
要
で
あ
る
な
ら
、
真
に
私
の
も
の
で
あ
る
。
 

私
の
持
.っ
て
い
る
も
：の
は''
私
自
身
の
勤
勉
の
結
実
で
あ
る
に
し
て
も
、
も
し 

不
必
要
で
あ
る
な
ら
：、
私
が
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
篡
奪
で
あ
る
。

」

と
い 

う
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
財
産
と
い
う
語
は
残
る
に
し
て
も
、
そ

れ

は

"
私
有
" 

と
い
う
観
念
と
は
異
る
の
で
、
共
有
で
は
な
く
分
産
主
義
だ
と
断
ず
る
こ
と
は 

誤
り
で
あ
っ
て
、
や
は
り
共
産
主
義
と
考
え
る
ベ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
は

一
〇
七

〈

六
五
一)



メ
ジ
ガ
ー=

福
田
徳
三
の
理
解
の
方
が
進
ん
で
い
た
ょ
ぅ
で
あ
る
。

と
も
あ
れ 

無
政
府
主
義
思
想
に
お
け
る
ゴ
ド
ゥ
イ
ン
.研
究
は
こ
の
ょ
ぅ
な
概
説
の
域
を
此 

ず
、「

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
全
集」

(

一
一
一
巻
、
.
.

春
陽
堂
、
' 1

九
二
八〜

九
年)

が
発
行
.. 

さ
れ
て
も
、
.そ
こ
に
お
け
る
ゴ
ド
ゥ
イ
ン
の
.評
価
は
，
日
本
に
お
い
.で
深
い
研 

究
の
対
象
と
し
て
は
艰
け
継
が
れ
な
か
っ
た
の
.で
あ
る
。

*

 

氺 

氺

こ
れ
に
対
し
て
、
大
学
に
お
け
る
研
究
と
し
て
は
、

時
、
京
城
帝
大
教
授 

で
あ
っ
た
戸
沢
鉄
彦
が「

国
家
学
会
雑
誌」

に
寄
せ
た「

ゴ
ト
ヰ
ゾ

の
政
治
思 

想

0」
(

四
五
卷
六
号
、

一
九
三
一
、
昭
和
六
年)

、

「

ゴ
ド
ヰ
ン
め
政
治
思
想」 

(

四
六
巻
ニ
ー
号
、

一
九
三
ニ
、
昭
和
七
年

)
が
あ
る
。(

こ
の
論
文
は
幾
分
修
正 

さ
れ
て
、
同

著「

国
家
の
将
来」

(

勁
草
書
房
、

一
九
五
五
年)

に
第
二
篇

.「

ゴ
ド
ゥ. 

イ
ン
の
予
想
す
る
統
治
機
関
の
将
来」

と
し
て
再
録
さ
れ

て
い
る
。)

前
者
に

お
い 

て
、
戸
沢
は
、

.

「

コ
ド
牛
ン
の『

政
治
的
.正
義』

に
於
け
る
統
治
論
はA

n
a
r
c
h
i
s
m

の
理 

論
体
系
を
最
初
に
樹
立
せ
し
も
の
と
し
て

今
日
多
く
の
識
者
の
認
め
る
と
こ
.
 

ろ
で
あ
る
。
彼
の
こ
の
統
治
論
の
あ
り
し

に
も
か
、
は
ら
ず
そ
の
影
響
を
受 

' 
く
る
事
な
く
し
て
欧
洲
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
.
_の
理
論
は
摇
成
せ
，ら
れ
た
様
で 

あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
該
当
す
る
も
の
を
相
当
に
科
学
的 

に

論

じ

た

最

初

の

書

物

と

し

て

『

政

治

的

正

義

』

-;
'
が

社

会

思

想

史

上

永

久

に 

>
cの
名
声
を
ぅ
た
は
れ
る
べ
き
3I
V
は
明
で
あ
る
。
況
や
政
治
学
史Q

,

立
場
か 

ら
觅
る
な
ら
ば
、『

政
治
的
正
義』

は
準
に
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
関
す
る
も
.の
で
. 

あ
る
に
止
ま
ら
ず
し
て
、
そ
は
、
政
^
現
象
を
学
的
に
研
究
し
て
広
く
政
治 

现
象
に
関
す
る
原
理
を
樹
立
せ
ん
と
す
る
企
図
の
下
に
上
梓
せ
ら
れ
し
書
物

1
〇

八

(

六
五
ニ)

と
し
て
、
等
閑
に
附
，し

得
ざ
る
も
.の
の
一
つ
で
あ
ら
う
と

思
ふ
。」

と
述
べ
、
.

「

ゴ
ド
牛
ン
ひ
生
涯」

、「

ゴ
ド
ヰ
ン
の
為
人」

の
一
一
節
で
そ
の
伝
記
を 

示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
戸
沢
は
_、宗
教
の
権
威
的
な
挫
格
に
反
撥
す
る
ゴ
ド
ゥ
ィ 

ン
を
描
き
、「

軍
隊
生
活
や
宮
中
の
生
活
の
中
に
育
.っ
て
暴
逆
な
権
力
者
と
之 

に
屈
服
す
る
卑
劣
阿
諛
の
狗
輩
等
の
，醜
状
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
るw

a
k
u
n
i
n

 

やw
r
o
p
o
t
k
i
n

等
が
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
は
し
っ

た
^
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る」 

と
云
0
て
い
る
。

後

者

の

論

文

は

、、

「

政

治

的

正

義

」

、「

政

治

的

正

義

に

於

け

る

統

治

論

」

、
の
ニ 

節
か
ら
成
り
、「

政
治
的
正
義」

出
版
当
時
の
フ
；フ
ン
ス
革
命
を
め
ぐ
る

思
潮
、
 

特
に
、、ハ
ー
ク

に
つ
い
：て
述
べ
、

「

政

治

的

正

義

」

に

対

す

る

評

価

とし
て
は
、
 

「

十
八
世
紀
の
英
国
の
思
想
史
を
見
れ
ば
、
こ
の
世
紀
に
於
け
る
倫
理
と
政 

治
と
の
密
接
な
関
係
を
看
過
す
る
わ
け
に
は
.行
か
な
い
。
さ
れ
ば
、
彼
の
政 

治
学
が
倫
理
学
のj

部
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
は
当
時
と
し
て
は

寧
ろ
当
然
で 

.
あ
っ
た
。
況
や
彼
は
宗
教
畑
に
育
っ
た
男
で
、
彼
の
政
治
論
は
結
局
は
政
治 

に
関
す
る
御
説
教
で
あ
っ
た
。
実
に
彼
の
政
治
論
を
読
む
と
、
牧
師
が
聖
書 

を
繙
き
な
が
ら
、『

政
治』

と
い
ふ
話
題
で
、
い
と

も
謹
厳
に
壇
上
か
ら
善
男

善
女
に
御
説
教
を
な
し
て
居
る
と
い

ふ
感
じ
が
す
る
。
.

.

.

.

か
く
て
本
書
は
独
立
の
政
治
学
と
い
ふ
一
つ
の
科
学
を
論
述
す
る
も
の
で 

は
な
く
、
い
は
ば
倫
理
学
の
一
部
の
社
会
倫
理
学
の
そ
の
又
一
部
の
政
治
倫 

理
学
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ら
う
。
然
し
本
書
は
科
学
的
論 

究
と
い
っ
て
よ
.い
。.
先
ず
、
，pl

a
m
n

p:ssig

な
点
に
於
て
さ
う
で
あ
る
。
本
書 

に
於
け
る
主
要
な
主
張
は
、
既
に
彼
と
友
人
と
の
間
の
討
論
に
よ
っ
て
明
確 

な
結
論
に
到
達
し
た
意
見
で
あ
っ
た
し
、
之
に
対
し
て
起
る
べ
き
疑
問
や
反

駁

を

予

想

し

て

、

そ

れ

に

備

う

る

に

周

到

な

説

明

を

以

て

居

る

.0
そ

の
議
論 

の
跡
を
迪
れ
ば
、
勉
め
て
蹵
遍
妥
当
の
見
地
か
ら
立
論
せ
ん
と
す
る
努
力
が 

現
は
れ
て
居
る
し
、
比
較
的
に
組
織
的
に
議
論
が
行
は
れ
て
居
る
。

要
す
る
に
本
書
は
科
学
的
論
究
で
あ
り
、
い
は
ば
政
治
倫
理
学
の
論
文
で 

あ
る
が
、
今
日
の
政
治
学
徒
に
と
っ
て
も
相
当
の
価
値
は
あ
る
。
特
に
、
そ 

.

の
統
治
論
の
^
調

は

l
a
i
s
s
e
N
-
f
a
i
r
e

で
あ
っ
て
、

こ
の
統
治
論
の
中
に
ア 

ナ
ー
キ
ズ
ム
の
理
論
を
一
通
り
見
る
事
が
出
来
る
。

」

と
評
.価
し
て
い
る
。
.
そ
し
て
.特
に
そ
の
統
治
論
を
次
の
■よ
う
.に
.述

べ

て

い

る

'。 

㈠

統
治
本
質
論——

正
義
の
要
求
、
進
歩
に
対
し
、
統
治
は
適
当
で
な
い
。
 

統
治
は
わ
れ
わ
れ
の
部
惡
か
ら
生
じ
、
暴
力
で
あ
る
。
個
人
の
.価
値
判
断
に 

千
与
し
な
い
統
治
機
関
が
最
善
の
も
の
で
、
も
し
国
家
が
正
義
の
道
か
ら
反 

.
す
れ
ば
、
各
人
は
反
抗
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
場
合
暴
力
は
避
け
、
人
類
の 

真
の
利
益
を
示
し
て
合
理
的
に
不
断
の
，改
善
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

:

こ
の
よ
う

な
ゴ
ド

ゥ

ィ

ン
の
説
は
、

結
局
未
だl

a
i
s
s
ez-faire

の
立
場 

か
ら
の
統
治
論
で
'a

n
a
r
c
h
i
s
m

の
統
治
観
と
見
る
^
は
で
き
な
い
。
統
治 

は
本
質
上
惡
と
断
矩
す
る
点
で
は
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
統
治
観
と
同
じ
だ
.が
、
 

人
類
が
一
定
の
員
^

のV

段
階
.に
達
す
る
ま
で
は
統
治
を
必
要
と
見
る
点
で
、
 

即
刻
権
力
を
亡
し
統
治
を
廃
そ
う
と
す
る
.ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
帰
依
し
え
な 

ぃ
。J. 

M
.

 

K
e
y
n
e
s

が
.「

ゴ
ド
牛
ン
は
放
任
主
義
を
著
し
く
進
め
た
も
の 

だ
か
ら
、
一
切
の
統
治
は
惡
い
も
の
だ
と
考
え
た」

(

T

r
tg
s
d o/

x
/
as-
l
- 

h
a
i
r
e
, 

L
o
h
d
o
n
,
.1927, 

d
.
1
0
. 

f
o
o
t
-
n
o
t
e
)

と
い
う
の
は
、
あ
る
程
度
ま 

で
.ゴ
ド
ゥ
ィ
ン
の
統
治
本
質
論
を
物
語
る
も
の
.で
あ
る
。

，
 

e)
:
:理
想
社
会
と
統
治
-

—

統
治
は
そ
の
区
域
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
弊
害
を
伴 

日
木
に
お
け
る
ゴ
ド
ウ
イ
ゾ
研
究
史(

続)

.

う

.0
統
治
.の
目
的
の
一
.
つ
で
あ
る
個
人
の
不
正
の
鎮
圧
は
、
犯
罪
を
裁
き
争 

議
を
裁
定
す
るassociation

.

.で
間
に<1 

ロい
、

隣
接
区
も
自
か
ら
そ
れ
に
協 

力
す
る
だ
ろ
う
。
犯
罪
の
動
機
は
稀
と
な
る
だ
ろ
う
。
行
政
区
と
行
政
区
の 

間
の
争
い
に
対
し
て
は
、
正
義
の
命
令
を
宣
言
し
必
要
に
応
じ
て
之
を
強
行 

す
る
幾
つ
か
の
連
合
に
よ
っ
て
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
た
め
の
、
ま 

.た
外
部
か
ら
の
侵
害
を
排
除
す
る
た
め
のnational 

a
s
s
e
m
b
l
i
e
s

は
、

最 

小
限
度
に
、
た
と
え
ば
非
常
緊
急
の
場
合
に
の
み
開
会
さ
れ
る
方
が
望
ま
し
. 

い
。
党
派
心
が
絶
滅
し
動
揺
が
静
ま
り
政
治
機
構
が
简
単
と
な
る
に
.つ
れ
’て 

理
性
の
声
は
傾
聴
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
暴
力
が
次
第
に
介
く
な
り
、
理
性 

の
み
が
信
頼
さ
れ
る
よ
.う
に
な
れ
ば
、
陪
審
員
そ
の
他
凡
ゆ
る
種
類
の
公
共 

制
度
も
不
必
要
と
.な
る
。

こ
の
よ
う
に
ゴ
ド
ゥ
ィ
ン
は
小
社
会
を
理
想
と
し
、

社
会
と
個
人
の
密
接 

な
関
係
を
認
め
な
が
ら
も
、
集
団
行
動
を
排
し
て
個
人
主
義
を
採
り
、
自
_ 

を
愛
し
、
合
理
主
義
を
奉
じ
た
。

「

要
す
る
に
、
.統
治
な
き
人
類
生
活
、
自 

然
の
要
求
に
諶
き
人
々
の
自
発
的
に
形
成
す
る
社
会
、
加
入
及
脱
退
の
自
由 

と
い
：ふ

原

則

の

下

に

形

成

さ

れ

る

社

会

、
幾
つ
か
：の
社
会
が
，直

結

し

て

よ

り 

大
な
る
社
会
の
成
立
す
る
必
要
あ
る
場
合
に
も
、
そ
こ
に
生
ず
る
社
会
組
織 

は
下
か
ら
上
へ
の
自
然
な
自
由
な
も
の
で
あ
る
事
、
等
々
は
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム 

の
理
想
と
'同

：一
で
あ
る
。

既
に
，述

べ

た

様

に

、

ゴ
ド
ヰ
シ
の
理
想
境
の
描
写 

に
よ
っ
_■て

は
ゴ
ド
牛
ン
が
放
任
主
義
を
と
る
か
.ア
ナ
.
1キ
ズ
.ム
を
と
る
か
と
，
 

■い
ふ
問
題
を
解
決
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
た
だ
、
彼
の
統
治
本
質
論
に 

よ
れ
ば
彼
は
未
だ^

S*gg2-faire

め
域
を
脱
し
得
ざ
る
も
の
だ
.と
い
っ
て
差 

支
な
い
と
思

ふ
。■

但
し
多
く

.の
学
者
は
彼
を
ア
ナ
ー
キ
ス
.ト
と

見
て
居
る
。

一
〇
九

(

六
.五
三)

.



.
，勿
論
、
叙
上
の
彼
.の
議
論
の
中
に
ア
ナ
:
Iキ
ズ
ム
の
■理
論
が
一
通
り
述
べ
ら

れ
て
居
る
の
は
明
で
あ
る
。

」

-
:
.
.
:

こ
う
し
て
、
.
.
.戸
沢
氏
の
説
は
、

「

政
.治
的
正
義」

を
も
っ
て
'無
政
府
主
_
 

の

理

論

龛

を

■

に
科
学
的
に
論
じ
た
も
の
、
政
治
現
象
を
.，p
l
a
l
g
g

<5
q
* 

に
学
問
的
に
■研
究
し
た
も
の
と
し
て
遺
耍
視
し
な
が
ら
、
.そ
の
■
統

治

本

質

^
.
.
は 

I

放

任

主

義

の

そ

れ

で

あ
0
て

無

政

府

主

義

の

統

治

観

で

は

な

.い
と
主
張
す 

る
こ
と
を
特
色
と
し
て
い
る
。
氏
の
こ
の
見
解
は
後
年
さ
ら
に
押
^

進
め
ら
，

—

 

「

国
家
の
将
来」

に
お
い
て
は
、「
も
と
よ
り
彼
は
ア
ナー

キ
ズ
ム

と

-:
'■
ラ

イ

ズ 

ム
を
提
唱
し
た
こ
と
も
な
い
0
一
近
世
ア
ナ
I
キ
ズ
ム

の
祖
は
、

や
は
り
、

フ
ラ 

ン
ス
の
ピH

ル
•
ジ
ョ
セ
フ
.
プ
ル
ー
ド

ン

と

見

るベ
き
で
あ
ろ
う
。

」

へ
べ
九 

•へ—

ジ)

、

「

こ
れ
，を

耍

す

る

に

、
.
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
：は
、

一.部

の

識

者

た

ち

の

い

.う 

よ
う
に
無
政
府
主
義
を
採
る
者
で
.は
な
く
、
環
境
の
個
人
の
性
格
に
及
ぼ
す
影 

響
を
抵
大
視
し
な
が
.ら
悟
性
の
.価
値
を
甚
だ
高
く
評
価
し
、
.
.あ
く
_ま
で
も
個
人 

主
義
を
す
て
な
い
、
徹
底
し
た
自
由
放
任
論
者
で
あ
っ
た
。

」
.
.

(
一
七
.一
ぺ
I
ジ) 

と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
罾
す
る
に
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム

は
即
刻
権
力
を 

絶
滅
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
規
定
す
.る
故
で
あ
っ
て
、
こ
の
定
義
に
お
い
て
は 

r
居

格

の

説

と

は

輿

る

と

い

え

よ

う

.0
ゴ

ド

ウ

ィ

ン

を

こ

の

よ

う

に

無

政

圩

主 

義
か
ら
区
別
す
る
こ
と
は
、
彼
を
広
い
意
味
に
お
け
る
無
政
府
主
義
全
体
の
歴 

史
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
不
可
能
と
し
、
ま
た
い
わ
ゆ
るE

s
s
e
z
-
f
a
i
r
e

論 

者
、
た
と
え
ば
茁
農
学
派
、
'ス
'、、
ス
、

マ
ン
チ
ェスタ

丨
学
派
な
ど

と

；
コ
ド

ウ 

ィ
ン
と
の
決
定
的
な
差
を
見
落
す
結
果
と
な
っ
て
：い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
戦
前
に
お
け
る

無
政
府
主
義
思
想
史
上
の
ゴ
ド
ウ
ィ
シ
研 

究
を
顧
み
る
と
、
森
戸
、
戸
沢
の
ニ
論
文
を
除
け
ば
研
究
と
い
え
る
ほ
ど
の

.も

.
 

一
一
0

.(

六
五
四)

の

は

な

く

無

政

府

主

義

史

の

概

説

が

書

か

れ

た

場

合

も

、

不
正
確
.な
叙
述
が 

多
か
，
つ
た
。

こ

れ

は
ひ
と
り

.ゴ
ド
:»
>

イ
ン
に
限
ら
ず
、
日
本
に
お
け
る
無
政
府 

主
義
思
想
研
究
の
水
準
が
全
体
に
低
い
た
め
：
で
あ
つ
て
、

そ
の
理
rt
l
と
し
て
は 

次
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
.

1

、.
.
.
日
本
の
反
権
力
思
想
、
運
動
が
無
政
府
主
義
に
大
き
く
影
響
さ
れ
た
に
も 

か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
直
接
行
動
の
原
犯
と
し
て
諸
外
国
か
ら
輸
入
さ
れ
、
 

多
く
の
翻
^
が
.あ
り
な
が
ら
客
観
的
な
研
究
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
つ
た
。

一
一
、
無

政

府

主

義

に

対

す

る

国

家

権

力

の

激

し

い

弾

®
。
特

に
昭

和

期

に

入

る 

と
ほ
と
ん
ど
こ
れ
に
.関

ず
る
文

献

は

存

在

しな
く
な
る
。

.

三
、
特

に

マ

ル

ク

ス

主

義

の

導

入

以

後

は

、
：
免

働

運

®;
、
政

治

運

動

の

中

に

お 

い
て
も
無
政
府
主
義
は
異
端
と
し
て

退
け
ら
れ
、
そ
の
重
要
な
役
割
に
も
か 

か
わ
ら
ず
、
す
で
に
克
服
さ
れ
た
も
の
と
し

て
無
視
す
る
風
潮
が
学
界
に
も 

存
在
し
た
こ
と
。
 

,

(

注
1)

「

ゴ
ド
ゥ
ィ
ン
は
、
そ
の『

政
治
的
正
義
に
関
す
る

研
究』

(

ニ
巻
、

一
 

七
力
三
年)

に
於
て
、
無
政
府
主
義
の
政
.治
的
及
び
経
济
的

概
念
を
組
織
的
に 

論
述
し
た
最
初
の
人
だ
つ
た
、
そ
の

著
名
な
著
作
の
中
に

表
は
し
た
観
念
に
、
 

無
政
府
主
義
の
名
を
彼
が
与
べ
て
は
ゐ
な
か
つ
た
に
せ
ょ
。

彼
の
論
ず
る
と
こ 

'
ろ
に
ょ
れ
ば
、
法
律
な
る
も
の
は
、
決
し
て
吾
々
祖
先
の
知
識
の
産
物
で
は
な 

い
、

そ
れ
は
、

彼
等
の
感
情
、

臆
病
、

嫉
妬
及
び
野
心
の
.産
物
で

あ
る
。
彼 

.
等
の
提
供
す
る
治
療
法
は
、
彼
等
が
：治
療
せ
ん
と
欲
す
る
惡
ょ
り
も
猶
惡
い
も 

の
で
あ
る
。

若
し
万
一
、
総
て
の
法
律
及
び
法
廷
が
廃
棄
さ
れ
た
と
し
て
、

H
. 

々
起
り
づ
つ
：あ
る

争
ひ
の
解
決
が
、
そ
の
た
め
に
選
ば
れ
た
思
慮
あ
る

人
々
に 

委
ね
ら
れ
た
と
し
た
ら
、

真
の
正
義
は
漸
次
に
そ
の
進
展
を
見
る

に
至
る
で
あ

ら
ぅ
、
と
。
国
家
に
.関
し
て
は
、
.ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
明
白
に
そ
の
痠
滅
を
主
張
し 

た
。
彼
は
論
じ
た
、
社
会
は
、
政
府
無
く
と
も
完
全
に
立
派
に
存
在
し
得
る
の 

で
あ
る
、

小
さ
^
而̂

も

完

全

に̂'
治
的
な
共
産
体
の
み
是
に
代
り
得
る
の
で 

あ
る
、

と
。
財
康
に
就
い
.て
彼
の
説
く
と
こ
ろ
は
、『

人
間
の
利
益
に
寄
与 

し
得
る
凡
ゆ
る
物
質』

に
対
す
る
各
人
の
権
利
ば
、
唯
正
義
に
ょ
っ
て
の
み
調 

節
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
彼
の
結
論
は
共
産
主
義
だ
っ 

た
。
然
る
に
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
、
そ
の
所
論
を
支
持
す
る
の
勇
気
を
持
た
な
か
っ 

た
。
彼
は
後
に
至
っ
て
、

そ
の
財
産
に
関
す
る
章
を
全
然
書
き
換
へ
て
、『

政 

括
的
正
義』

.の

.第
二
版(

八
巻
、

一
七
九
六
年)

.に

.於
て
、
そ
の
共
産
主
義
的 

見
解
を
緩
和
す
る
に
至
っ
た
。J.

(

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
、「

無
政
府
主
義
の
歴
史
的 

発
達」

「

無
政
府
主
義
概
論」

所
収
、「

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
全
集」

5
、
九〜

ー
〇 

ベ
ー
ジ
。

こ
の
小
論
は
一
九
〇

五

年

「

大
英
百
科
辞
典

J

第
一
一
版
の
た
め
に 

歆
か
れ
た
。)

「

ゴ
ド
ウ
ヰ
ン
、
プ
ル
ウ
ド
ン
及
び
.
.パ
ク
ウ
—
ン
程
の
奥
深
い
人
達
が
単
な
る 

西
定
に
止
ま
り
得
な
か
っ
た
の
は
明
か
で
あ
る
。
肯
定一

物̂
質
的
、
.
精
神
的 

及
び
道
徳
的
幸
福
の
獲
得
に
向
っ
て
進
む
強
権
な
き
自
Ml
社
会
の
概
念
I

に 

は
西
矩
が
伴
ふ
、
そ
れ
ば
反
対
の
部
門
を
造
っ
た
。」

(「

無
政
府
主
義
の
原
理

J, 

全

集
5
、

一
八
一
べ

ー

ジ
。)

■

「

そ
の
理
想
的
社
会
形
態
の
考
察
の
中
に
、
奴
隸
を
保
存
し
て
い
る
ブ
ラ
ト
ー 

ン
を
初
め
と
し
て
、
，つ
い

.で
使
徒
パ
ウ
ロ
に
ょ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
最
後
に
十 

八
世
紀
及b

十
九
世
紀
の
多
く
の
文
筆
家
に
終
っ
て
ゐ
る
古
代
か
ら
の
あ
ら

ゆ 

る
人
達
は
、
茴
接
に
は
不
平
等
を
擁
護
し
て
は
ゐ
な
い
が
、
し
か
し
如
何
な
る 

場
合
に
も
、
不
平
等
を
否
定
し
て
ゐ
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、革
命
の
旗
の
上
に
、

,kj
山
と
と
も
に
平
等
と
博
愛
と
を
か
か
げ
た
フ
ラ
シ

ス
舉
命
後
に
於
い
.て
さ

へ

日
本
に
お
.け
る
ゴ
ド
ウ
イ
シ
研
究
史(

続)

も
、.
同
様
に
不
平
等
は
拒
否
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
正
義
を
、
凡
ゆ
る
道
徳
的
社
会 

形
態
の
出
発
点
と
し
て

認
め
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
ゴ
ド
ウ
ヰ
ン

、
及
び
、
フ
ラ
ン 

ス
の
プ
ル
ー
ド

ン
は
、
い

ま

だ

に

例
外
的
な
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
。」(「

正
義
と 

道
徳」

全
集
5
、

四
一
〇

ぺ
ー
ジ
。

こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は

一
九
ニ

〇
年
に
出 

版
さ
れ
た
。)

「

イ
ン
グ
ラ
ン
■ド
に
お
い
て
、
.ウ
ヰ
リ
ア
ム•

.ゴ
ド
ウ
年
ン
が
彼
れ
の
ほ
ん
と 

ぅ

に

す

ぐ

れ

た

箸

作

『

政
治
的
正
義
と
民
衆
の
道
徳
に
及
ぼ
.す
そ
の
影
響
の
一 

考
察』

を
公
に
し
た
の
は
、
漸
く
一
七
九
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
著
作 

は
彼
れ
を
し
て
、
政
府
の
な
い
社
会
主
義
一

-
即
ち
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
最
初 

の
理
論
家
た
ら
し
め
た
も
の
.だ
。」

(「

近
代
科
学
と
ア
ナ
レ
キ
ズ
ムJ

一.九
〇
三 

年

、
.
全

集

8
、
七
六
ぺ
ー
ジ
。)

：

「

同
じ
頃
イ
ギ
认
ス
に
は
ウ
イ
リ
ア
ム
.'
ゴ
ッ
ド
ウ
ヰ
ン

(

一
七
五
六〜

一
八 

.六
三)

と
称
す
る
著
作
家
が
現
は
れ
た
。■彼
は
無
政
府
な
る
言
葉
は
使
は
な
か 

っ
た
が
政
治
的
哲
学
的
な
一
著
作

(「

政
治
的
正
義
の
本
質
と
そ
の
道
徳
及
び
社 

会
の
福
祉
に
対
す
る
影
響
に
関
す
る
研
究」)

を
大
胆
に
も
発
表
し
て
、
国
家
国 

法
の
X 

X

.X 

X 

X 

X 

X
X
.

越
礎
の
上
に
立
つ
社
会
の
組
織
化
と
を
要
求
し
、
国 

家
と
特
権
階
級
に
ょ
■っ
て
彼
等
の
利
益
の
為
に
制
定
さ
れ
た
国
法
を
や
め
て
、
 

社
会
的
富
が
平
等
者
間
に
於
け
る
経
済
的
関
係
と
共
有
と
に
驻
い
て
築
か
れ
る 

時
、
始
め
て
社
会
に
於
け
る
正
義
を
実
現
す
る
こ
と
が

出
涞
る
の
だ
と

い
ふ
見 

解
を
代
^.
-じ
て
ゐ
た
。

イ
ギ
リ
ス
の
共
和
主
義
者(

ゴ
ッ
ド
ウ
ヰ
シ
や
彼
の
友
人
達
も
之
に
属
し
て 

ゐ
た)

と
.フ
ラ
ン
ス
の
革
命
家
と
の
間
に
は
、
緊
密
な
る
関
係
が
始
っ
た
の
は 

こ
の
±
豸
命
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
何
れ
に
せ
ょ
ゴ
，ッ
ド
ウ
4-
ン

は

パ

リ

，

.

 

コ
ム
ミ
ユ
ー
シ
及
び
そ
の
諸
セ
ク
シ
ョ

ン

の
革
命
的
精
神
、
自
主
的
行
動
ょ
り

一

二 

(

六
五
五)



影
響
を
受
け
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
彼
.の
反
国
家
.思
想
の
為
に
は

フ

ラ

ン
 

ス
の
ア
ン
シ
ク
ロ
ぺ
デ
イ
ス
，ト

(

特
に
デ
イ
ド
ロ)

や
そ
の
イ
ギ
リ
ス
に
於
け 

る
先
駆
者
達
も
亦
彼
の
先
蹤
と
な
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
イ
ギ
リ
ス
の
大
哲
学
者
ロ 

ッ
ク
の
.如
き
は
.既
に
早
く
自
出
社
会
'に
於
け
る
国
家
に
対
す
る
個
人
の
権
利 

を
明
か
に
主
張
し
て
ゐ
た
し
.、
又
政
治
的
解
放
に
並
行
し
て
行
は
れ
る
経
済
的 

解
放
のVJ.

と
ば
教
会
や
国
家
の
側
か
ら
処
せ
ら
れ
た
重
刑
に
も
拘
ら
ず
、
既
に 

ブ
リ
ー
ス
ト
レ
エ
、：
プ
ラ
.イ

ス
、1

マ
.ス
♦
ぺ
イ

シ

其
他
一
一
三
の
反
逆
者
達
に 

よ
っ
て
耍
求
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
で
あ

る

。

又
他
の
ー
诃
で
は
ゴ
ッ
ド
ゥ
ヰ
ン 

は
ん
イ
ロ
シ

、
シ
エ
リ
ー(

ゴ
ッ
ド
ゥ
ヰ
ン
の
女
婿)

と
云
ふ
イ
ギ
リ
ス
の
ニ 

大
詩
人
ぬ
於
い
て
そ
の
後
維
者
を
見
出
し
て
ゐ
る
。

こ
の
.両
詩
人
の
傑
作
は
国 

家
に
対
す
る
叛
逆
の
精
祌
に
よ
っ
て
一
贳
さ
れ
て
ゐ
る
^
の
が
あ
る
。」

(「

無 

政
府
主
義
思
想
の
発
達」

全
集
11
、

三
八
九〜
九
〇

ぺ
I
ジ
。
こ
の
論
文
は
. 

E
n
c
y
c
l
o
p
M
i
e d

u

 M
o
u
v
e
m
e
n
t

 Syndicaliste 

の
.一
部
と
し
1て
発
表
さ
れ
た
。)

「

ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
は
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
説
明
し
た
よ
ぅ
に
、
実
際
生
活
の 

採
っ
た
行
程
か
ら
生
れ
る
。
 

.

一
七
八
九
年
か
ら
九
三
年
へ
か
け
て
の
大
革
命
と
同
時
代
の
人
で
あ
っ
た
ゴ 

ド
ゥ
ヰ
シ
は
、
彼
れ
自
身
の
眼
を
も
っ
て
、
そ
の
革
命
の
間
に
、
そ
し
て
、

X 
X

そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
政
^
^のX

 X

が
、
如
何
に
、
却
っ
てX

 

X

運
動
の
発
展
に
と
っ
て
一
障
害
物
と
な
っ
た
か
を
見
た
。
彼
れ
は
ま
た
、
イ 

シ
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、

議
会
の
看
板
の
^
-
で
何
が
行
は
れ
て
ゐ
た
か
を
気
附 

い
て
ゐ
た——

即
ち
共
有
地
の
強
奪——

有
利
な
地
位
の
売
買
、
貧
困
な
人
の 

子
供
を
狩
り
集
め
、
そ
し
て
か
れ
等
を
、
養
育
院
か
ら
ラ
ン
ヵ
ジ
シ
々
ア
の

X 

場
へ
移
し
、
そ
こ
で
か
れ
等
子
供
の
群
は
、
忽
ち
死
滅
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
 

ま
た
さ
う
し
た
こ
と
をHII

的
に
し
て
、
イ
ン
グ
.ラ
ン
ド
中
を
旅
行
し
て
廻
.る
事

ニ
ニ 

(

六
五
六)

務
官
の
？

9

た
こ
と
も
知
っ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
間
も
な
く
ゴ
ド
ゥ
ヰ
ン
は
.、
政
苻 

と
い
ふ
も
の
は
、
.例
へ
そ
れ
が
ジ
ャ
コ
ビ
ン
党
の『

一
に
し
て
不
可
分
な
る
共 

和
国』

の
政
府
で
あ
ら
う
と
"
決
し
て
必
要
'^
る
社
会
的
、X

X
X
X
X
X
X

 

を
遂
行
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
ふ
こ
と
、

X

X

X 

X
は
、

そ
れ
が
国
家 

•と
、
総
て
.の
国
家
が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
権
の
防
護
者
で
あ
る
と
い
ふ 

理
由
に
よ
っ
で
、
直
ち
に
X

X
に
対
す
る
障
碍
物
と
な
る
.と
い
ふ
こ
と
を
理
解 

し
て
ゐ
た
.。
彼
れ
は
革
命
の
X

X

X 

X

X
が
た
め
.に
は
、
先
づ
何
は
さ
て
置
い 

て
も
、
人
々
は
第
一
に
法
律
、
強
権
、.
統

一

、
秩
;?
、
財
0 :
、
及
び
か
れ
等
の 

祖
先
達
が
、
奴
隸
で
あ
っ
た
過
去
の
時
代
か
ら
港
け
継
い
：だ
諸
制
度
を
信
ず
る 

信
仰
か
ら
、
脱
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
.い
ど
い
ふ
思
想
女
理
解
し
、
し
か
も
そ 

れ
を
大
胆
に
宣
l
aし
た
。： 

• 

.

ゴ
ド
ゥ
ヰ
ン
の
後
か
，ら
現
は
れ
た
、
第
二
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
理
論
家
プ
ル 

丨
ド
ゾ

は
、
一
八
四
八
年
の
革
命
を
体
験
し
た
。」

八「

近
代
科
学
と
ア
ナ
ー
キ
ズ 

ム
九
•
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
理
想
と
過
去
の
革
命

」
「

全
集」

8
、
一
 

一
1

三〜

四
べ
ー 

ジ)

、

「

ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
趴
め
的
、
並
び
に
経
済
的
原
理
を
、
全
く
決
定
的
な
形 

式
の
う
ち
に
述
べ
た
%■
の
は
、.
一
七
九
三
年
に
彼
の『

政
治
的
正
義
に
関
す
る
考 

察』

を
現
は
し
た
ゴ
ド
ゥ
牛
シ
で
あ
っ
た
。
彼

は『

ア
ナ
ー
キ
ィ』

と
い
ふ
言 

葉
そ
の
も
の
を
用
ひ
は
し
な
が
っ
た
が
、
し
か
し
、
非
常
に
大
胆
に
.法
律
を
攻 

擊

し

.

.
X
X
X
X
X

を
証
明
し
、
そ
し
て
た
だ
法
廷
のX

 X

と
い
ふ
こ
と
を
も

っ
て
の
み
、
本
当
の
正
義

-
す
べ
て
の
社
会
の
た
だ
一
つ
の
真
実
な
驻
礎

-
は
可
能
と
な
る
で
あ
ら
う
と
主
張
し
て
、
#
常
に
強
く
、
そ
の
原
理
の
根

柢
を
築
い
た
。
.財
産
に
つ
い
て
は
、
彼
れ
は
公
然
と
、

共
産
主
義
を
擁
護
し 

た
。」(「

十
：

ア
ナ
ー
キ
ズ
ム

」

、「

金
集」

8
、

一
 

三
三
丨
四
ぺ
ー
ジ

)

.
以
上
の
よ
う
に
、‘
ク
ロ
ボ
ト
キ
シ
に
と
っ
て
.
.

n

ド
ウ
イ
ゾ

は

'

無

政

府

主

義

■

の
政
治
経
済
概
念
を
組
織
的
に
述
べ
.た
最
初
の
人
で
あ
り
.、
公
然
た
る
共
産
主 

義
者
と
し
て
大
き
な
地
位
が
与
え
ら
れ
て
.い
た
。

.

(

注
2)

.
現
在
に
.お
い
.て
も
無
政
府
主
義
思
想
史
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
日 

本
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
連
盟
員
大
沢
正
道
の「

自
由
と
反
抗
の
歩
み
—

ア
デ
ー
キ 

ズ
ム
思
想
史
i

j
 (

現
代
思
潮
社
、
.一
九
六
ニ
年)

も
、

ア
ナ
ー
キ
ズ
.ム
の
創 

始
者
と
し
て
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
、ブ
ル

I
ド
ン
、ウ
オ
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範
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近
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さ
れ
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